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条例

金沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例をここに公布する。

令和 2年 12月16日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第56号

金沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

(目的)

第 1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用

する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る

関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向

上に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 条例等 本市の条例並びに規則及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の

4第 2項に規定する規程、地方公営企業法 (昭和27年法律第292号)第 10条に規定す

る企業管理規程その他の市長以外の市の機関が定める規程並びにその他の申請、届出

その他の手続に係る根拠となる規定で市の機関が定めるものをいう。

(2) 市の機関 地方自治法第 2編第 7章の規定によ り置かれる市の執行機関、地方公営

企業法第 7条の規定に基づき 置かれる 管理者(以下「管理者」という 。)、消防組織

法(昭和22年法律第226号)第 9条の規定に基づき置かれる消防本部若しくは消防署

若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づ

く命令並びに条例等上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その

他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

つ。
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(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載するこ

とをいう 。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう 。

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知

をいう 。 この場合において、経由機関(条例等の規定に基づき他の市の機関又は民間

事業者を経由して行われる申請等における当該他の市の機関又は民間事業者をいう 。

以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をす

る者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請

等を受ける市の機関に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、

この条例の規定を適用する。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう 。)の通

知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うもの

を除く 。)をいう 。 この場合において、経由機関(条例等の規定に基づき他の市の機

関又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の市の機関又は民間事業

者をいう 。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、

当該処分通知等を行う市の機関が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由

機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知

等とみなして、この条例の規定を適用する。

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている

事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保

存することをいう 。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう 。

(電子情報処理組織による申請等)

第 3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、

市の機関が定めるところにより、市の機関が定める電子情報処理組織(市の機関の使用

に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう 。以下同じ。)を使

用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請

等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例

等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第 1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受

ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該

市の機関に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定

されているものを第 1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該
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署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人

番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(平成25年法律第27号)第 2条第 7項に規定する個人番号カードをいう 。以下同じ。)

の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものをもっ

て代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規

定されているものを第 1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当

該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって市長(管理者の権限に属する事

務に係るものにあっては、当該管理者)が定めるものをもってすることができる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係

る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等の

うちに第 1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適

当と認められる部分がある場合として市の機関が定める場合には、市の機関が定めると

ころにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。

この場合において、第 2項中「行われた申請等」とあるのは、 「行われた申請等(第 6

項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第 5項までにおいて

同じ。)J とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第 4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等によ

り行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にか

かわらず、市の機関が定めるところにより、市の機関が定める電チ情報処理組織を使用

する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報

処理組織を使用する方法により受ける旨の市の機関が定める方式による表示をする場合

に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該

処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、

当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第 1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通

知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当

該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をするこ

とが規定されているものを第 1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に

は、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかに

する措置であって市の機関が定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分

通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当

該処分通知等のうちに第 1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難

又は著しく不適当と認められる部分がある場合として市の機関が定める場合には、市の

機関が定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項
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の規定を適用する。 この場合において、第 2項中「行われた処分通知等」とあるのは、

「行われた処分通知等(第 5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下こ

の項から第 4項までにおいて同じ。)Jとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第 5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とが規定されているもの(申請等に基づくものを除く 。)については、当該条例等の規

定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録

されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、

当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当

該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第 6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定め

るところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等

の規定により 書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に

関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定

されているものを第 1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当

該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定

めるものをもってイtえることができる。

(適用除外)

第 7条 次に掲げる手続等については、第 3条から前条までの規定は、適用しない。

(1)手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要

があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があ

ることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして市の機関が定める

もの

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているも

の

(添付書面等の省略)

第 8条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の市の機関が定める

書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付す

ることが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が、

当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の

措置であって当該書面等の区分に応じ市の機関が定めるものにより、直接に、又は電子

情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は

参照することができる場合には 添付することを要しない。
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(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第 9条 市長は、毎年度、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請

等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関

する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。

附則

この条例は、令和 3年 1月 1日から施行する。

金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 2年12月 16日

金沢市長 山 聖子 之 義

。金沢市条例第57号

金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例

(金沢市税外歳入の延滞金に関する条例の一部改正)

第 1条 金沢市税外歳入の延滞金に関する条例(昭和38年条例第 8号)の一部を次のよう

に改正する。

附則第 6項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付

割合(Jに、 「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をい

う。)Jに改め、 I (以下この項において「特例基準割合適用年」という 。)Jを削り、

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、 「特例基準割合に」を「延滞金特例基準

割合に」に改める。

(金沢市道路占用料条例の一部改正)

第 2条 金沢市道路占用料条例(昭和29年条例第24号)の一部を次のように改正する。

附則第 2項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付

割合(Jに、 「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をい

う。)Jに改め、 I (以下この項において「特例基準割合適用年」という 。)Jを削り、

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、 「特例基準割合に」を「延滞金特例基準

割合に」に改める。

(金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

第 3条 金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第44号)の一部

を次のように改正する。

附則第 4項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付

割合(Jに、 「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をい

う。)Jに改め、 I (以下この項において「特例基準割合適用年」という 。)Jを削り、

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、 「特例基準割合に」を「延滞金特例基準

割合に」に改める。

(金沢市営住宅条例の一部改正)

第 4条 金沢市営住宅条例(平成 9年条例第65号)の一部を次のように改正する。

附則第 6項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付

-5-
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割合(Jに、 「の規定により 告示 さ れ た 割 合 」 を 「に規定する平均貸付割合をい

う。)Jに改め、 I (以下この項において「特例基準割合適用年」という 。)Jを削り、

「当該特例基準割合適用年」を 「その年」に、 「特例基準割合に」を「延滞金特例基準

割合に」に改める 。

(金沢市特定公共賃貸住宅条例の一部改正)

第 5条 金沢市特定公共賃貸住宅条例(平成14年条例第 8号)の一部を次のように改正す

る。

附則第 2項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付

割合(Jに、 「の規定により 告示 さ れ た 割 合 」 を 「に規定する平均貸付割合をい

う。)Jに改め、 I (以下この項において「特例基準割合適用年」という 。)Jを削り、

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、 「特例基準割合に」を「延滞金特例基準

割合に」に改める 。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和 3年 1月 1日から施行する。

(金沢市税外歳入の延滞金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第 1条の規定による改正後の金沢市税外歳入の延滞金に関する条例附則第 6項の規定

は、この条例の施行の日(以下「施行日」という 。)以後の期間に対応する延滞金につ

いて適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(金沢市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第 2条の規定による改正後の金沢市道路占用料条例附則第 2項の規定は、施行日以後

の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、

なお従前の例による。

(金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第 3条の規定による改正後の金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第

4項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対

応する延滞金については、なお従前の例による。

(金沢市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第 4条の規定による改正後の金沢市営住宅条例附則第 6項の規定は、施行日以後の期

聞に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお

従前の例による。

(金沢市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第 5条の規定による改正後の金沢市特定公共賃貸住宅条例附則第 2項の規定は、施行

日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金につい

ては、なお従前の例による。

金沢市公民館設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 2年 12月 16日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第58号

6 
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金沢市公民館設置条例の一部を改正する条例

金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号)の一部を次のように改正する。

別表地区公民館の表金沢市扇台公民館の項の次に次のように加える。

|金沢市四十万公民館 |金沢市四十万 3丁目 90番地

附則

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。

2 金沢市四十万公民館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他

この条例を施行するために必要な準備行為は この条例の施行前においても行うことが

できる。

金沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 2年 12月 16日

金沢市長 山 野 之 義

。金沢市条例第59号

金沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例

金沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第 5号)の一部を次のように改正する。

第31条第 1項第 1号中 「第314条の 2第 2項に掲げる金額」を「第314条の 2第 2項第 1

号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属

者(次号及び第 3号において「世帯主等」という 。)のうち給与所得を有する者(前年中

に同条第 1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第 1項に規定する給与所得につ

いて同条第 3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第 1項に規定する給与

等の収入金額が550，000円を超える者に限る 。)をいう 。以下この号において同じ。)の

数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の 2第 1項に規定す

る総所得金額に係る所得税法第35条第 3項に規定する公的年金等に係る所得について同条

第 4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が600，000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が 1，100，000円を超える者に限る 。)をいい、給与所得を有する者

を除く 。)の数の合計数(次号及び第 3号において「給与所得者等の数」という 。)が 2

以上の場合にあっては、地方税法第314条の 2第 2項第 1号に定める金額に当該給与所得

者等の数から 1を減じた数に 100.000円を乗じて得た金額を加えた金額) J に改め 、同項

第 2号及び第 3号中「第314条の 2第 2項に掲げる金額」を「第314条の 2第 2項第 1号に

定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が 2以上の場合にあっては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から 1を減じた数に 100，000円を乗じて得た金額を加えた金

額) J に改める。

附則第 3条中「地方税法第313条第 3項」と」の次に「、 11，100，000円」とあるのは

11，250，000円」と」を加える。

附則

1 この条例は、令和 3年 1月 1日から施行する。

-7-
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2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、令和 3年度分からの保険料について適用

し、令和 2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

金沢市パーク ・アンド ・ライド駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 2年 12月 16日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第60号

金沢市パーク ・アンド ・ライド駐車場条例の一部を改正する条例

金沢市パーク ・アンド ・ライド駐車場条例(平成27年条例第52号)の一部を次のように

改正する。

第 2条各号を削り、同条に次の表を加える。

名 称

円。
n
L
 

地
一
地

置
一
番
一
番

一

一

円

U

一
8
一
1

一
町
一
イ

位
一
栄
一
町

池
一
勅

三

一弥

市
一
市

沢
一
沢

金
一
金

東金沢駅西口パーク ・アンド ・ライド駐車場

森本駅東口パーク ・アンド ・ライド駐車場

第 9条中「自動車 1台につき月額4，070円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に

基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額

を含む。 )の」を「別表に定める」に改める。

附則の次に次の別表を加える。

別表(第 9条関係)

区分

東金沢駅西口パーク ・アンド ・ライド駐車場

森本駅東口パーク ・アンド ・ライド駐車場

使用料

自動車 1台につき 月額4，070円

自動車 1台につき 月 額4，800円

備考 この表に規定する使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第 108号)の規定に基

づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税

の額を含んだ額である。

附則

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。

2 森本駅東口パーク ・アンド ・ライド駐車場の利用に係る手続その他この条例を施行す

るために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

金沢市火災予防条例の一部を改正する条例をことに公布する。

令和 2年 12月 16日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第61号

金沢市火災予防条例の一部を改正する条例

金沢市火災予防条例(昭和37年条例第 5号)の一部を次のように改正する。

第 8条の 3第 1項中「第44条第10号」を「第44条第11号」に改める。

8 
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第11条の 2第 1項中「変圧して、」の次に「電気自動車等(Jを、 「原動機付自転車を

いう」の次に「。第 12号において同じ。)をいう」を加え、 「との条」を「との項」に、

150キロワット」を 1200キロワット」に改め、同項中第 14号を第 18号とし、第 13号を第

17号とし、同項第12号イ中「。 また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動

的に停止させること」を削り、同号に次のように加える。

ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合に

は、急速充電設備を自動的に停止させること 。

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合に

は、急速充電設備を自動的に停止させること 。

第11条の 2第 1項中第12号を第16号とし、第11号を第12号とし、同号の次に次の 3号を

力日える。

(13) コネクター(充電用ケープツレを電気自動車等 に接続するための部分をいう 。 以下

この号において同じ。)について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずるこ

と。 ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。

( 14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた

場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること 。また、充

電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する

構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動

的に停止させる措置を講ずること 。

( 15) 複数の充電用ケーブノレを有し、複数の電気自動車等 に同時に充電する機能を有す

るものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、

当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講

ずること 。

第11条の 2第 1項中第10号を第11号とし、第 7号から第 9号までを 1号ずつ繰り下げ、

同項第 6号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第

7号とし、同項第 5号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同

号を同項第 6号とし、同項第 4号中 「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」

に改め、同号を同項第 5号とし、同項中第 3号を第 4号とし、第 2号を第 3号とし、同項

第 1号中 I僅体」を I僅体」に改め、同号を同項第 2号とし、同号の前に次の 1号を加

える。

(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長又は消防署長が認める延

焼を防止するための措置が講じられているものを除く 。)を屋外に設ける場合にあっ

ては、建築物から 3メートル以上の距離を保つこと 。 ただし、不燃材料で造り、又は

覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

第44条第14号中「充てんする」を「充填する」に改め、同号を同条第15号とし、同条中

第10号から第13号までを 1号ずつ繰り下げ、第 9号の次に次の 1号を加える。

(10) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く 。)

附則

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正
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後の金沢市火災予防条例第11条の 2第 1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及

び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
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